
主な経営形態の比較

一部適用（現行） 全部適用
公営企業型

特定地方独立行政法人
（公務員型）

公営企業型
一般地方独立行政法人
（非公務員型）

地方公営企業法の財務規定等一部
の規定のみを適用。
特別会計の設置等一般会計に対す
る特例を設けている。

管理者を設置することができ、設
置した場合には、職員の任免、給
与等の身分の取扱、予算原案の作
成などの権限が地方公共団体の長
より移譲される。

設 立 団 体 の
長 の 関 与

長の部局と同様 予算の調整、議案の提出、管理者
の任免　等

・指定管理者の指定
・毎年度終了後の事業報告書の受
理
・指定管理者が定める利用料金の
承認
・管理業務又は経理状況の報告聴
取等
・事業運営状況の評価
・指定取消、管理業務停止命令

議 会 の 関 与 ･指定の手続、管理の基準、業務内
容等の条例制定
・指定にかかる議決
・利用料金の基準の制定（利用料
金制をとる場合）

組 織 ・ 定 数 (組織)
条例で設置及び運営の基本を定
め、その他は長が規則等で定める
(定数)
条例で定める

(組織)
条例で設置及び経営の基本を定
め、その他は事業管理者が企業管
理規程で定める
(定数)
条例で定める

(組織)
理事長、監事以外の内部組織は理
事長が定める
(定数)
職員の数を設立団体に報告

(組織)
理事長、監事以外の内部組織は理
事長が定める
(定数)
理事長が自らの裁量で弾力的に決
定

(組織)
基本協定締結時に組織体制に関す
る計画書を地方公共団体が審査
(定数)
指定管理者の定めるところによる

区 分 指定管理者

・中期目標の策定、指示
・中期計画の認可、変更命令
・年度計画の届出
・業務実績評価（毎年度・中期目標期間）
・中期計画終了時の検討、報告聴取、立入検査、是正命令
・理事長の任免

・地方独立行政法人の設立
・定款の作成・変更
・中期目標の作成・変更
・中期計画の作成・変更（料金を含む）　等

地方公営企業の設置、予算の議決、決算の認定、料金に係る条例制定
等

地方公営企業法 地方独立行政法人

概 要 地方公営企業として、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来
の目的である公共の福祉を増進するように運営するための制度。

地方公共団体から独立した法人格を与えられて、地方公共団体が自ら行
う必要性はないが、公共性の高い事務事業を効率よくかつ効果的に推進
させるための制度。
独自の意思決定が可能になり自律性が高まる。
公務員型と非公務員型がある。

公の施設の管理運営を包括的に行
わせるため、当該地方公共団体が
議会の議決を経て指定する法人そ
の他の団体に期間を定めて委託す
る制度。

参考資料

⇒　地方公共団体の長が運営責
　　任者であり、一般行政組織
　　と同様。

⇒　管理者に一定程度独自の権
　　限が付されるが、事業運営
　　については、基本的には地
　　方公共団体の方針に基づく｡

⇒　一般行政組織と同様に定め
　　られ、医療環境の変化に応
　　じた柔軟な対応は困難。

⇒　制度上は独自に定めること
　　ができるが、地方公共団体
　　の一組織であるため、一定
　　の制約は残る。

⇒　上記の関与を通じて、地方公共団体の方針が反映される。
⇒　地方公共団体の方針に基づ
　　く包括的な運営委託。

⇒　上記の議決において関与が
　　ある。

⇒　(組織)
　　理事長権限で必要な組織を
　　設置することができる
　　(定数)
　　職員総数の範囲内で、業務
　　量に応じた柔軟な人員配置
　　が可能。

⇒　(組織)
　　理事長権限で必要な組織を
　　設置することができる。
　　(定数)
　　業務量に応じた柔軟な人員
　　配置が可能。

⇒　管理者の裁量による。

⇒　上記の議決により、議会の意向が事業運営に反映される。 ⇒　上記の議決により、議会の意向が事業運営に反映される。

ー 1 ー



一部適用（現行） 全部適用
公営企業型

特定地方独立行政法人
（公務員型）

公営企業型
一般地方独立行政法人
（非公務員型）

区 分 指定管理者

地方公営企業法 地方独立行政法人

職 員 の 任 命 地方公共団体の長 事業管理者 理事長 理事長 指定管理者

職 員 の 身 分 非公務員（法人固有職員） 非公務員（法人その他団体の職
員）

労 使 関 係 ・団結権　　　あり(一部を除く)
・団体交渉権　あり(一部を除く)
・争議権　　　なし

・団結権　　　あり
・団体交渉権　あり
・争議権　　　あり

・団結権　　　あり
・団体交渉権　あり
・争議権　　　あり

・団結権　　　あり
・団体交渉権　あり
・争議権　　　なし

事業管理者に新たに任命される制度移行時におけ
る 職 員 の 処 遇

指定管理者が任命する

地方公務員

現職員のうち条例で定める職員は、別に辞令を発せられない限り、法人
設立の日において法人の職員となる

⇒　都の場合、事務職について
　　は、一般行政組織と同様に
　　人事異動が行われる。
　　実態として在職期間が短く､
　　病院事業に精通した職員の
　　育成・確保が困難。

⇒　制度上は、中長期的視点に
　　たって、人員配置を行うこ
　　とができ、病院事業に精通
　　した職員の計画的な育成・
　　配置が可能。
　　実態として一部適用と同様
　　となる恐れがある。
　　人事管理の負担は増大。

⇒　地方公務員法による兼業・兼職などの制約がある。
　　職員の身分は安定している。

⇒　労務管理の負担は増大。

⇒　多様な雇用形態が可能。
　　中長期的視点にたって、人
　　員配置を行うことができ、
　　病院事業に精通した職員の
　　計画的な育成・配置が可能｡
　　人事管理の負担は増大。

⇒　地方公務員法の制約が一部
　　(守秘義務等)を除きないた
　　め、民間病院等との間で職
　　員の派遣、交流が容易。

⇒　労務管理の負担は増大。
　　争議権の行使により利用者
　　に影響を及ぼす可能性があ
　　る。

⇒　争議権の行使により利用者
　　に影響を及ぼす可能性があ
　　る。

⇒　基本的には現行のままであ
　　り変化はない。 ⇒　制度上は、法人へ自動的に

　　移行するため、法人設立時
　　の職員が確保される。
　　地方公共団体の職員でなく
　　なるため、十分な説明が必
　　要となる。

⇒　制度上は、法人へ自動的に
　　移行するため、法人設立時
　　の職員が確保される。
　　地方公共団体の職員でなく
　　なり、かつ公務員でなくな
　　るため、十分な説明が必要
　　となる。

⇒　管理者との契約によるため
　　制度上、職員が自動的に新
　　体制に引継がれるものでは
　　なく、職員の処遇が課題と
　　なる。

⇒　中長期的視点にたって、人
　　員配置を行うことができ、
　　病院事業に精通した職員の
　　計画的な育成・配置が可能｡
　　人事管理の負担は増大。

⇒　地方公務員法の制約がない｡

⇒　管理者の裁量による。
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一部適用（現行） 全部適用
公営企業型

特定地方独立行政法人
（公務員型）

公営企業型
一般地方独立行政法人
（非公務員型）

区 分 指定管理者

地方公営企業法 地方独立行政法人

職 員 の 給 与 ・人事委員会勧告を基に、一般の
地方公務員と同様に条例で定めら
れる
・職務の内容と責任に応ずる
・生計費、国及び他の地方公共団
体職員並びに民間事業の従事者の
給与、その他の事情を考慮して決
定

左記の要件に加え、当該地方公営
企業の経営状況、その他の事情を
考慮して、企業独自の給料表を設
定可

・同一又は類似の職種の国及び地
方公共団体の職員並びに民間事業
の従事者の給与を考慮
・当該法人の業務成績を考慮
・認可中期計画の人件費の見積り
等を考慮

・当該法人の業務成績を考慮
・社会一般の情勢に適合させる

指定管理者の定めるところによる

予 算 制 度 (地方自治法の財務規定の適用)
あり、予算の単年度主義
(予算編成)
地方公共団体の長が調整して議会
に提出する

(地方自治法の財務規定の適用)
あり、予算の単年度主義
(予算編成)
事業管理者が予算原案を作成し
て、地方公共団体の長に送付し、
長が調整して議会に提出する

(地方自治法の財務規定の適用)
なし
(予算編成)
指定管理者が事業計画を作成し、
地方公共団体と協議する

契 約 関 係 地方自治法等に基づく 地方自治法等に基づく

経費負担の原則 ・原則として独立採算
・地方公共団体からの負担金、委
託料

業務の評価制度 特別な法制なし特別な法制なし

・原則として独立採算
・地方公営企業法第１７条の２において経費負担の原則を規定（負担
金・補助金として一般会計又は他の特別会計で負担）

・原則として独立採算
・地方独立行政法人法第８５条において、設立団体が負担する経費につ
いて財源措置の特例として規定（運営費負担金）

地方独立行政法人評価委員会による評価

(地方自治法の財務規定の適用)
なし
(予算編成)
中期計画に基づき、年度毎の業務運営に関する年度計画を定め、設立団
体の長に届け出る

特別な法制なし

⇒　職員の業績が処遇に反映さ
　　れにくい。
　　人材確保に向けた、独自の
　　給与体系の設定が困難。

⇒　制度上は独自の給与体系の
　　導入が可能であるが、実際
　　には、一般行政組織の給与
　　体系に準拠しているケース
　　が多い。

⇒　中長期的な視点による柔軟
　　な対応が困難。
　　予算要求から確定まで半年
　　以上を要し、機動的な対応
　　が困難。

⇒　複数年契約が困難であり、
　　経済性を十分発揮できない｡ ⇒　契約権限を有するが、地方

　　自治法適用のため契約制度
　　の制約は一部適用と変わり
　　ない。

⇒　経営状況や職員の業績を、
　　より反映させた独自の給与
　　体系の導入が可能。

⇒　管理者の裁量による。

⇒　中期的な視点による柔軟な病院経営が可能。 ⇒　民間のノウハウを活用する
　　ことが可能。

⇒　複数年契約など自由度が増し、より経済性を発揮することが可能。

⇒　外部評価の制度化により、病院事業全体でＰＤＣＡサイクル
　　を確立し、業務改善へのインセンティブが働く。

⇒　中長期的な視点による柔軟
　　な対応が困難。
　　予算要求から確定まで半年
　　以上を要し、機動的な対応
　　が困難。

⇒　制度上は独自の給与体系の
　　導入が可能であるが、実際
　　には、地方公共団体の給与
　　体系に準拠する恐れがある｡
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